
 

「届出医療の活用と留意点（2014 年度～2015年度版）」 

 正誤及び追補 (2015.12.17現在) 

 

頁 訂正箇所 誤 正 

３ 
下から 12行

目と９行目 

・【E200】冠動脈 CT撮影加算 …略… 

（病院） 

・【E200】冠動脈 CT撮影加算 …略… 

（病院・診療所） 

３ 
下から９行

目 

・【E202】心臓 MRI 撮影加算 …略… 

（病院） 

・【E202】心臓 MRI 撮影加算 …略… 

（病院・診療所） 

41 
表の下から６

行目と 10行

目 

実績 

～ 

１年 
 

実績 

～ 

不要 
 

42 
下から 21行

目と 16行目 

 

 区分

番号 
届出医療

の名称 

届出の可否 

病院 診療

所 

画

像

診

断 

E200 冠動脈

CT 撮影

加算 

○ ☓ 

    

E202 心臓 MRI

撮影加算 

○ ☓ 

 

 区分

番号 

届出医療

の名称 

届出の可否 

病院 診療所 

画

像

診

断 

E200 冠動脈 CT

撮影加算 

○ ○ 

※詳細

は 277

頁参照 

    

E202 心臓 MRI

撮影加算 

○ ○ 

※詳細

は 277

頁参照 

277 表題 
E200 冠動脈CT撮影加算 …略… （病

院） 

E200 冠動脈 CT撮影加算 …略… 

（病院・診療所） 

277 表題 
E202 心臓MRI撮影加算 …略… （病

院） 

E202 心臓 MRI 撮影加算 …略… （病

院・診療所） 

277 表の３項目目 

 

 
届出 

 日常

管理 

 冠

C 

… 心

M 

 冠C 

心M 

      

施

設

基

準 

□ … □ 病院である。 □ 

□ … □ 画像診断管

理加算２の

施設基準を

満たしてい

る。 

□ 

 

 
届出 

 日常

管理 

 冠

C 

… 心

M 

 冠C 

心M 

      

施

設

基

準 

 …  病院である。  

□ … □ 画像診断管

理加算２の

施設基準を

満たしてい

る。※ 

□ 

277 表の下に追加 

※ 画像診断管理加算１を算定しており、かつ、循環器疾患を専ら担当する常勤の医師（専

ら循環器疾患の診療を担当した経験を 10 年以上有するもの）又は画像診断を専ら担当す

る常勤の医師（専ら画像診断を担当した経験を 10 年以上有するもの）が合わせて３名以

上配置されている医療機関においては、画像診断管理加算２の施設基準を満たすものとし

てみなされる。 

292 
上から 14行

目 

※４ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン科（Ⅰ）の届出医療機関が言語

聴覚療法のみを… 

※４ 言語聴覚療法のみを… 

304 
表の下から４

項目目 

 Ⅱ 
 

施

設

基

準 

医

師 

…心大血管疾患リハビ

リテーションの経験を

有する専任の常勤医師

１名以上 
 

 Ⅱ 
 

施

設

基

準 

医

師 

…心大血管疾患リハビ

リテーションの経験を

有する常勤医師１名以

上 
 



 

頁 訂正箇所 誤 正 

311 
表の最下段、

（Ⅰ）の施設

基準の欄 
①専従の常勤医師１名以上 ①専任の常勤医師 1名以上 

389 表の上 （実績期間不要） （実績期間件数要件有） 

389 下から２行目 □年間の緊急入院患者数が 20 名以上… □年間の緊急入院患者数が 200 名以上… 

519 
表の左の項目

欄 

届出 

届 

出 

書 

類 

□ 

 

届出 

届 

出 

書 

類 

等 

□ 

 

519 
表の下段に追

加 

 □ 減算の有無に関係なく、内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を

実施する医師は関連学会等が実施する所定の研修を修了している。

（2015 年 4 月 1日以降） 
 

534 
表の上から５

項目目 

 □ 放射線治療を専ら担当する

常勤の医師が２名以上配置

されており、… 
 

 □ 放射線治療を専ら担当する常

勤の医師が１名以上配置され

ており、… 
 

550 
下から 10行

目 

エ 「延入院患者数」には、入院日に

退院又は死亡した場合も含める。 

エ 「延入院患者数」には、退院した日

は含まない。ただし、入院日に退院又

は死亡した場合は含める。 

631 
上段⑴の重症

度、医療・看

護必要度 

入院基本料 
 重症度、医療・

看護必要度 

７対１入院基本料  15％以上 

10対１入院基本料  
測定・評価 

13対１入院基本料  
 

入院基本料 
 重症度、医療・看

護必要度 

７対１入院基本料  15％以上 

10対１入院基本料  測定・評価 

13対１入院基本料  － 
 

634 
表中１項目の

13対１入院

基本料の要件 

エ）重症度、医療・看護必要度＝評価を

実施 
（削除） 

664 
上段⑴の表の

網掛け部分 

 

 
平均 

在院日数 

看護 

必要度 
 

    

 

 平均 
夜勤時間 

平均 
在院日数 

 

    

679 上から１段目 

90 日超患者については、次のように取

り扱っている。 

ア）特定患者から除外される患者の選

定は適切である。 

イ）一般病棟において、基本料算定患

者が 90 日を超える期間一般病棟に

入院している場合は、平均在院日数

算定対象から除外するため、当該患

者の人数等が明確にわかるような

名簿を月ごとに作成し、適切に管理

している。 

ウ）一般病棟において、特定患者（90 

日超の入院基本料算定患者）の除外

患者の規定のうち、「喀痰吸引」を算

定した場合は、当該喀痰吸引を頻回

に行った実施時刻及び実施者につ

いてカルテ等に記載している。 

90 日超患者については、次のように取り

扱っている。 

ア）特定患者から除外される患者の選定

は適切である。 

イ）特定患者（90 日超の入院基本料算

定患者）の除外患者の規定のうち、「喀

痰吸引」を算定した場合は、当該喀痰

吸引を頻回に行った実施時刻及び実

施者についてカルテ等に記載してい

る。 

723 
上から 18～

19行目の

（ ） 

（１は ICD大分類程度以上の、２は

ICD上の規定に基づき…） 

（２は ICD大分類程度以上の、１は ICD

上の規定に基づき…） 

732 上から 9行目 …夜間急性期看護補助体制加算、看護

職員の夜間 3 人以上の配置を評価した

看護職員夜間配置加算が設定されてお

り… 

…夜間急性期看護補助体制加算が設定さ

れており… 



 

頁 訂正箇所 誤 正 

740 表中の下から

1項目 
…常時、当該病棟の入院患者数が 12又

はその端数が増すごとに 1以上であ

る。 

…常時、当該病棟の入院患者数が 12又

はその端数が増すごとに 1以上である。

（傾斜配置不可） 

740 表中の下段に

追加 
 

 夜勤の看護職員配置が最小必要数を超える３以上である。 □ 

864 上から 3行目 病院であって、「適切なコーディン…」 「適切なコーディングに関する委員会」 

864 上から 4行目 
…が認められた DPC 対象病院又は DPC

準備病院が、当該加算の対象となる。 

…が認められた病院が、当該加算の対象

となる。 

875 下から 14 行目 A307 小児入院医療管理料 A307 小児入院医療管理料（４を除く） 

876 
上から４行目

の次に右を挿

入 

A307 小児入院医療管理料（４に限る） 

910 
上から１行

目、点数名 
小児特定集中治療室管理料（NICU） 小児特定集中治療室管理料（PICU） 

954 
上段の表の網

掛け部分 

地域包括ケア病棟入院基本料に等に含

まれるもの 

地域包括ケア病棟入院基本料に等に含ま

れないもの 

956  

表中下から４

項目目＜療養

病床である場

合＞ 

     

届出  日常管理  

入院料 管理料 入院料 管理料  

１ ２ １ ２ １ ２ １ ２  
     

□ □    □ □    
         

 

     

届出  日常管理  

入院料 管理料 入院料 管理料  

１ ２ １ ２ １ ２ １ ２  
     

□ □ □ □  □ □ □ □  
          

 

959 
届出書類に右

を追加 

□「入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体

制の基準に適合していることを確認するための入院基本料及び特定入院料届出に係

る添付書類」（様式５・593 頁参照） 

□「入院基本料等の施設基準に係る届出書添付書類」（様式６・596〜597 頁参照） 

□「入院基本料等の施設基準に係る届出書添付書類（勤務形態）」（様式 7・597〜598 頁

参照） 

980 
表中下から９

項目目 

当該病院に、常勤の精神保健指定医が

常時２人以上配置している。 

当該病院に、常勤の精神保健指定医が２

人以上配置している。 

987 
表の下段に追

加 

重

症

者

加

算

１ 

＜３月末の報告義務＞ 

毎年３月末までに別添７（27～29 頁参照）及び様式 55 の２(989

頁参照)を用いて、前年 1年間（１～12 月）の実績について報告

を行い、実績が上記基準を満たしていない場合は、届出の変更等

を行っている。 

□ 

 

 

最新の正誤表は、保団連 HP(http://hodanren.doc-net.or.jp/)でも紹介していきますので、ご確認下さい。 

 
 

 


